
安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策として、⑴重要物資の安定的な供給の確保、⑵基幹イ
ンフラ役務の安定的な提供の確保、⑶先端的な重要技術の開発支援、⑷特許出願の非公開の４つの制度を創設。

【重要物資の安定的な供給の確保のための制度の概要】
政府は安定供給を確保すべき物資を「特定重要物資」として指定。
民間事業者が策定した供給確保のための計画を所管大臣（肥料の場合は農林水産大臣）が認定し、支援措置を実施。

抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、
天然ガス、重要鉱物並びに船舶の部品の11物資を政令で指定（2022年12月23日施行）

＜特定重要物資の指定＞

（肥料の指定理由） 肥料の原料は、資源が特定の地域に偏在しており、そのほとんどの供給を輸入に依存。世界的な穀物需要の増加や
紛争の発生等の国際情勢の変化により、原料の供給途絶リスクが顕在化。

経済安全保障推進法（2022年５月成立）の概要

【支援する取組】
肥料原料の輸入事業者・肥料製造事業者による肥料原料（りん安・塩化加里）の備蓄の取組

【目標】
2023年から、りん安・塩化加里について、保管施設の整備を進めるとともに原料備蓄水準を高め、2027年度までに、年間需要量の

３か月分相当の備蓄を目指す。

【支援内容】 （令和４年度補正予算額：16,000百万円）
① りん安・塩化加里を備蓄するために必要な保管費用（保管料・保険料等）
② りん安・塩化加里を保管するために必要な保管施設の整備費用

肥料の安定供給確保に向けた施策

日本における肥料の備蓄

○ 肥料は、日本の食料安定供給に極めて重要な役割を果たしているが、その原料となる資源は特定の地域に偏在しており、そのほとんどの供給を輸入に
依存している。また、世界的な穀物需要の増加や紛争の発生等の国際情勢の変化により、原料の供給途絶リスクが顕在化している。

○ このため、2022年５月に成立した経済安全保障推進法に基づく「特定重要物資」として肥料を指定し、その安定供給に取り組む肥料原料の輸入
事業者・肥料製造事業者による肥料原料の備蓄の取組を支援することとしている。
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